
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
等

か
ら
主
な
審
査
の
内
容
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

Topic1

令
和
５
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算
を
可
決

議
案
第
27
号

全
会
一
致

可
決

今
回
の
補
正
予
算
は
、
各
事
業

の
確
定
及
び
執
行
見
込
み
に
よ
る

増
減
が
主
な
も
の
で
す
。

４
億
２
４
７
８
万
円
減
額

予
算
総
額

２
９
７
億
５
７
４
６
万
円

総
務
常
任
委
員
会

（
山
中
雅
人
委
員
長
）

【
消
防
団
へ
の
分
団
運
営

交
付
金
28
万
円
の
減
額
】

問

分
団
運
営
交
付
金
の
減
額
の

理
由
は
。

答

１
分
団
５
万
円
、
団
員
一
人

当
た
り
５
０
０
０
円
の
運
営
交
付
金

を
全
分
団
に
交
付
し
た
こ
と
に
伴
う

執
行
見
込
み
に
よ
る
減
額
で
あ
る
。

問

団
員
確
保
に
つ
い
て
の
具
体

的
な
対
応
策
は
。

答

こ
れ
ま
で
に
出
動
報
酬
額
の

見
直
し
を
行
い
、
ま
た
、
消
防
団

に
対
す
る
研
修
等
も
実
施
し
て
き

た
が
、
団
員
確
保
に
は
苦
慮
し
て

い
る
。文

教
厚
生
常
任
委
員
会

（
岩
水
豊
委
員
長
）

【
財
部
温
泉
健
康
セ
ン
タ
ー

管
理
費
の
指
定
管
理
料
増
額
】

問

財
部
温
泉
健
康
セ
ン
タ
ー
管

理
費
の
指
定
管
理
料
増
額
の
理
由
は
。

答

脱
衣
所
の
エ
ア
コ
ン
と
敷
地

内
の
ポ
ン
プ
が
故
障
し
、
本
来
な

ら
市
で
修
繕
を
発
注
す
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
特
に
エ
ア
コ
ン
の
修

理
は
冬
場
で
急
を
要
し
た
た
め
、

指
定
管
理
者
と
協
議
し
た
結
果
、

指
定
管
理
者
側
に
修
繕
を
し
て
い

た
だ
い
た
。
そ
の
補
塡
分
と
し
て

指
定
管
理
料
を
増
額
す
る
も
の
で

あ
る
。

意
見

会
計
上
は
問
題
が
な
い
と

し
て
も
、
指
定
管
理
料
が
増
え
た

こ
と
に
な
り
、
実
際
の
指
定
管
理

料
が
見
え
な
く
な
る
の
で
、
施
設

修
繕
費
で
計
上
す
る
よ
う
に
。

【
メ
セ
ナ
住
吉
交
流
セ
ン
タ
ー

管
理
費
の
指
定
管
理
料
増
額
】

問

メ
セ
ナ
住
吉
交
流
セ
ン
タ
ー

管
理
費
の
指
定
管
理
料
増
額
の
理
由
。

答

黒
字
を
見
込
ん
で
い
た
が
、

経
常
利
益
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
見

込
み
と
な
っ
た
た
め
、
赤
字
補
塡

す
る
分
を
指
定
管
理
料
と
し
て
計

上
し
た
。

意
見

赤
字
の
場
合
は
協
議
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
あ
る
が
、
安
易

な
赤
字
補
塡
で
は
な
く
、
ま
ず
は

経
営
努
力
な
ど
に
よ
る
改
善
を
進

め
る
よ
う
に
。

【
大
隅
文
化
会
館
空
調
設
備
工
事
費

８
０
４
３
万
２
０
０
０
円
】

問

※

繰
越
明
許
費
補
正
の
工
事

は
夏
ま
で
に
完
了
す
る
の
か
。

答

最
低
で
も
６
か
月
は
必
要
で
、

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
と
の
協
議
が

終
わ
っ
て
お
ら
ず
、
現
時
点
で
は

未
定
で
あ
る
。

意
見

大
隅
文
化
会
館
の
空
調
に

つ
い
て
は
、
令
和
６
年
度
の
必
要

な
時
期
か
ら
使
用
で
き
る
よ
う
取

り
組
ま
れ
た
い
。

Topics

第１回定例会

令和 6 年
2月22日から

3月27日まで

（35日間）

消防出初式

財部温泉健康センターでの現地調査

※
繰
越
明
許
費
と
は
…
年
度
内
に
そ
の
支
出
が

終
わ
ら
な
い
見
込
み
の
あ
る
歳
出
予
算
に
つ
い

て
、
翌
年
度
に
繰
越
し
て
使
用
で
き
る
よ
う
定

め
る
も
の
で
す
。
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産
業
建
設
常
任
委
員
会

（
渕
合
昌
昭
委
員
長
）

【
歳
入
の
思
い
や
り
ふ
る
さ
と

寄
附
金
の
減
額
】

問

歳
入
の
思
い
や
り
ふ
る
さ
と

寄
附
金
の
減
額
に
つ
い
て
、
状
況

を
分
析
し
て
い
る
か
。

答

昨
年
10
月
の
制
度
改
正
に
よ

る
駆
け
込
み
需
要
が
あ
っ
た
た
め
、

従
来
年
末
に
あ
る
需
要
が
減
っ
た

こ
と
と
、
制
度
改
正
に
伴
う
寄
附

金
額
の
見
直
し
な
ど
が
影
響
し
、

目
標
額
に
届
か
な
か
っ
た
と
分
析

し
て
い
る
。

【
畜
産
課
関
係
各
種
補
助
金
減
額
】

問

減
額
補
正
に
関
連
し
た
畜
産

農
家
の
経
営
状
況
は
。

答

繁
殖
農
家
を
中
心
に
、
依
然

と
し
て
厳
し
い
状
況
で
あ
る
。
導

入
保
留
頭
数
の
減
少
や
、
規
模
拡

大
・
機
械
化
の
計
画
を
中
止
・
延

期
す
る
農
家
も
あ
り
、
若
手
農
家

の
離
農
も
数
件
出
て
き
て
い
る
。

Topic2

市
役
所
大
隅
支
所
庁
舎
改
築

本
体
工
事
の
請
負
契
約
を
締
結

議
案
第
41
号

賛
成
多
数

可
決

市
役
所
大
隅
支
所
庁
舎
改
築
本

体
工
事
の
請
負
契
約
を
締
結
す
る

た
め
に
提
案
さ
れ
た
も
の
で
、渡
辺・

川
原
田
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業

体
が
５
億
１
３
７
０
万
円
で
落
札

し
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の

で
す
。

問

関
連
工
事
の
入
札
に
お
い
て

※

低
入
札
価
格
調
査
ま
で
至
っ
た

事
案
が
あ
っ
た
が
、
ど
の
よ
う
に

決
定
し
た
の
か
。

答

入
札
審
査
委
員
会
で
入
札
価

格
の
理
由
、
当
該
企
業
の
経
営
内

容
、
信
用
状
況
、
技
術
的
な
内
容

等
を
調
査
し
、今
回
の
決
定
に
至
っ
た
。

問

施
設
に
設
置
さ
れ
る
「
み
ん

な
の
ト
イ
レ
」
は
ど
の
よ
う
な
仕

様
か
。

答

市
民
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
で
意
見

が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
子
供
連
れ

や
車
椅
子
の
方
も
利
用
で
き
る
設

計
で
あ
る
。

Topic3

一
定
所
得
以
下
の
介
護
保
険

被
保
険
者
の
負
担
軽
減
へ

議
案
第
9
号

全
会
一
致

可
決

令
和
６
年
度
か
ら
８
年
度
ま
で

の
第
１
号
被
保
険
者
に
係
る
保
険

料
の
額
を
、
従
前
の
９
段
階
部
分

を
細
分
化
し
て
13
段
階
ま
で
と
し
、

一
定
の
所
得
以
下
の
被
保
険
者
の

負
担
軽
減
を
図
る
も
の
で
す
。

問

今
回
の
改
正
に
よ
る
保
険
料

の
改
定
率
は
ど
の
程
度
か
。

答

基
準
額
と
な
る
第
５
段
階
で

対
前
期
マ
イ
ナ
ス
５
９
０
０
円
、

７
・
４
％
程
度
減
額
さ
れ
る
。

※
低
入
札
価
格
調
査
と
は
…
建
設
工
事
請
負
契

約
に
関
わ
る
競
争
入
札
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

最
低
制
限
価
格
を
設
け
な
い
場
合
に
「
低
入
札

価
格
調
査
を
行
う
場
合
の
基
準
と
な
る
価
格

（
調
査
基
準
価
格
）」
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。調

査
基
準
価
格
を
設
け
た
建
設
工
事
請
負
契

約
の
入
札
の
結
果
、
最
低
価
格
で
入
札
し
た
業

者
の
価
格
が
調
査
基
準
価
格
を
下
回
っ
た
場
合
、

『
そ
の
工
事
が
契
約
ど
お
り
に
履
行
さ
れ
な
い

可
能
性
が
な
い
か
』
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と

を
い
い
ま
す
。

主
な
調
査
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
そ
の
価
格
で
入
札
し
た
理
由

・
契
約
対
象
工
事
付
近
に
関
連
す
る
手
持
工

事
の
状
況

・
手
持
資
材
の
状
況

・
資
材
購
入
先
及
び
資
材
購
入
先
と
入
札
者

と
の
関
係

調
査
の
結
果
、
契
約
ど
お
り
に
履
行
さ
れ
る

と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
そ
の
入
札
者
と
契
約
し
、

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
次
の
順
位
の
入
札

者
と
契
約
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◆　曽於市議会議員と意見交換会をしてみませんか？　◆
　曽於市議会では、今年度、各種団体等からの申込みによる「意見交換会」を計画しました。
市民の皆様の多様なご意見等を今後の議会活動の参考とさせていただきたいので、どうぞ、こ
の機会にお申込みください。

◆対象となる団体　市内に所在する５名以上の各種団体（企業・公民館・PTA・NPO・学生等）
◆�お申込み方法　�希望日時や意見交換のテーマなどを申込書に記入していただき、参加者名

簿を添えて提出していただく必要があります。

　まずはお電話にて、曽於市議会事務局（0986-76-8816（直通）※平日 8:30 ～ 17:15 のみ）
へお問合せください。（お申込みの状況によっては、ご要望に応じることができない可能性があ
ります。あらかじめご了承ください。）

11 ☆議員が議案について賛成・反対の意思表示をすることを ｢表決｣ といいます。



議決結果一覧
迫議員は議長のため、議決に加わることはできないが､ 投票による表決の場合で可否同数になった
ときは、議長が可否を決定する（裁決権）ことになる。
賛成「○」。賛成者のみを諮る表決方法であるため，賛成者以外
（反対者・態度保留者・棄権者等）は「●」としている。

議案等　　　　　　　　　　　　　　　　　　議員名

山
中
雅
人

出
水

優
樹

瀬
戸
口
恵
理

矢
上

弘
幸

片
田

洋
志

重
久

昌
樹

鈴
木

栄
一

上
村

龍
生

岩
水

豊

渕
合
昌
昭

今
鶴

治
信

九
日

克
典

土
屋

健
一

原
田
賢
一
郎

山
田

義
盛

渡
辺

利
治

久
長
登
良
男

徳
峰

一
成

結

果

議
案

第34号

令和６年度曽於市一般会計予算について
（産業建設常任委員長から提出された修正案） ○ ● ○ ● 欠

席○
欠
席○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● 可

決

令和６年度曽於市一般会計予算について
（文教厚生常任委員長から提出された修正案） ○ ○ ○ ○ 欠

席●
欠
席○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 可

決

第36号 令和６年度曽於市後期高齢者医療特別会計予算について ○ ○ ○ ○ 欠
席○

欠
席○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 可

決

第41号 請負契約の締結について ○ ○ ○ ○ 欠
席○

欠
席○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 可

決

陳情
第 1～ 3号 川内原発 20年延長に関する陳情書
第 5号 市長選挙と市議会議員選挙の同時開催を求める陳情書

賛否が別れた案件

継続審査となった案件

第１回定例会で全会一致で可決された案件

区分 議案番号 件名・内容

承認案 第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和５年度曽於市
一般会計補正予算（第 11号）

議

案

第１号 曽於市条例の読点の表記を改める条例の制定について

第２号 曽於市条例で定める様式における敬称の見直しに伴う関係
条例の整理に関する条例の制定について

第３号 曽於市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条
例の一部改正について

第４号 曽於市手数料条例の一部改正について

第５号 曽於市出産祝金支給条例の一部改正について

第６号 曽於市ひとり親家庭医療費助成金支給条例の一部改正に
ついて

第７号 曽於市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運
営に関する基準を定める条例の一部改正について

第８号 曽於市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について

第９号 曽於市介護保険条例の一部改正について

第10号
曽於市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関す
る条例の一部改正について

第11号 曽於市工業開発促進条例の一部改正について

第12号 曽於市営住宅条例の一部改正について

第13号 曽於市地域振興住宅条例の一部改正について

第14号 曽於市上下水道事業の設置等に関する条例の一部改正に
ついて

第15号 曽於市水道事業給水条例の一部改正について

第16号 曽於市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例
の一部改正について

第17号 曽於市教職員住宅条例の一部改正について

第18号 曽於市曽於高等学校総合支援対策事業実施条例の一部改
正について

第19号 曽於市社会教育委員条例の一部改正について

第20号 曽於市地区運動施設の設置及び管理に関する条例の一部
改正について

区分 議案番号 件名・内容

議

案

第21号 曽於市地区公民館の設置及び管理に関する条例の一部改
正について

第22号 曽於市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一
部改正について

第23号 曽於市監査委員条例の一部改正について

第24号 曽於市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一
部改正について

第25号 曽於市末吉諏訪地区農業研修センターの設置及び管理に
関する条例の廃止について

第26号 曽於市文化施設運営委員会設置条例の廃止について

第27号 令和５年度曽於市一般会計補正予算（第 12号）について

第28号 令和５年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）
について

第29号 令和５年度曽於市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４
号）について

第30号 令和５年度曽於市介護保険特別会計補正予算（第４号）に
ついて

第31号 令和５年度曽於市生活排水処理事業特別会計補正予算（第
５号）について

第32号 令和５年度曽於市水道事業会計補正予算（第４号）について

第33号 令和５年度曽於市公共下水道事業会計補正予算（第３号）
について

第34号 令和６年度曽於市一般会計予算について
（修正議決した部分を除く原案）

第35号 令和６年度曽於市国民健康保険特別会計予算について

第37号 令和６年度曽於市介護保険特別会計予算について

第38号 令和６年度曽於市生活排水処理事業特別会計予算について

第39号 令和６年度曽於市水道事業会計予算について

第40号 令和６年度曽於市公共下水道事業会計予算について

第42号 令和５年度曽於市一般会計補正予算（第 13号）について

発
議

第１号 「錦江湾横断道路」の早期事業化を求める意見書案

第２号 曽於市議会規則の読点の表記を改める規則の制定について
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